
基準日設定につき通知公告 

 

 当社は、平成２６年１１月５日を基準日と定め、同日

最終の株主名簿上の株主をもって、その所有する株式１

株を２株とする株式分割により株式の割当てを受ける株

主と定めましたので公告します。 

  

平成２６年１０月１７日 
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